
取引残高報告書では、基準日直前３ヶ月の取引明細と基準日現在の受益権の残高明細をお知らせします。

●投資信託は預金とは異なり、通帳や証書を発行する代わりに「取引残高報告書」を作成します。

●原則として３月・６月・９月・１２月の各月末日を基準日として作成しています。

●作成基準日（３月・６月・９月・１２月の各月末日）までにお申込みいただいたお取引でも、受渡日が翌月になるお取引については、次回基準日の「取引残高報告書」に

　 記載されます。

　※ご不明な点等がございましたらお取引店へご連絡下さい。

   
　

投資信託のお取引はすべてお客さまの投資信託口座を経由して行われます。

Ⓐご購入

投資信託の購入取引。お支払金額は事前に預金口座から払い出した資金で、

手数料込の投資信託購入代金です。

Ⓑ手数料等(手数料と消費税)

積立取引の場合のみ手数料等が記載されます。

Ⓒ分配金の受取

投資信託の決算に伴い発生した分配金です。

※同一のファンドを特定預りとＮＩＳＡ預り等、異なる区分で保有されている

場合、それぞれの預り区分ごとに２行で表示します。

Ⓓご解約

投資信託の解約取引。お受取金額はお客さまの預金口座に入金した解約代

金です。

○○ ○○

鳥取県鳥取市○○○○○○○

○○ ○○

作成日 xx年x月x日

お取引明細の記載対象期間はxxxx年x月x日～xxxx年x月x日xxxx年x月x日です
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取引残高報告書についてのご説明

取引残高報告書の見方



Ⓔ作成日現在のファンド保有口数

Ⓕ作成日現在のファンドの基準価額

Ⓖ作成日現在の取得単価

お客様の税法上の元本を表示しています。

取得単価＝個別元本+1万口あたりの取得費用(申込手数料+消費税)

Ⓗ作成日現在の基準価格に基づくファンド評価額(手数料・税金等は考慮してい

ません)

例：Ⓗ948,755円＝Ⓔ×Ⓕ÷10,000

＝1,081,819口×8,770円÷10,000

ⓛ作成日現在の個別元本

個別元本とは収益にかかる税金の計算を行う際の基準になる投資信託の購入

価額です。追加購入・一部解約・および決算時に元本払戻金(特別分配金)

を受け取られた時には再計算されます。

Ⓙ作成日現在のNISA口座ご利用額(約定金額)

※時価評価額とは異なります。

Ⓚ基準日以降に受渡しがあった場合のお取引明細
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